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東北電⼒株式会社
東通原⼦⼒発電所
放射線管理課

東通原⼦⼒発電所における
放射線防護計画の紹介



p1

１．放射線防護計画の概要



p2１．（１）放射線管理体制

当社と請負付託等の契約を締結する者（供給者）が、東通原⼦⼒発電所の管理区域で⾏う作業を実施する
場合は、供給者が⾃らの責任において放射線作業に係わる放射線管理を⾏うこととしている。
当所の放射線管理課は、必要に応じて指導、助⾔を与えるとともに、作業現場における放射線防護の遵守状況

の確認や教育現場への適宜⽴ち会いなど⾏っている。



p3１．（２）作業管理の概要

管理区域内作業にあたり、作業担当課⻑は、作業者の線量低減および放射性物質による汚染拡⼤の防⽌を
図ることを目的に、作業内容、作業工程、作業準備、作業による線量ならびに放射線防護上の措置等を考慮
して作業⽅法を⽴案する。
また、放射線防護措置の遵守について管理区域内作業に従事する者を指導、監督する。
放射線管理課⻑は、放射線防護指導書等により放射線防護上必要な事項について作業担当課⻑へ指導を

⾏う。



p4１．（３）実施⽅法（計画段階）

管理区域内での作業は、作業に従事する放射線業務従事者の線量および作業の総線量が可能な限り低くなる
よう努めるとともに、特定の者に被ばくが集中しないように努める。
作業計画段階において、放射線管理員として実施する必要がある事項は以下のとおり。

ａ．作業計画への参画
管理区域内で作業を実施する場合、放射線管理員は作業計画の策定に積極的に参画し、適切な被ばく

低減対策や汚染拡⼤防⽌措置等を作業手順に反映する。
（ａ）作業内容の理解

作業責任者へ適切な指導、助⾔をするために、作業対象の機器（系統）、場所の作業環境および作業
⽅法、手順の詳細について、作業側と十分に検討を実施し、放射線管理上の要点等を把握するとともに必
要な放射線防護資機材等を準備する。

（ｂ）作業場所、機器の放射線レベルの確認
作業内容を理解した上で、作業を⾏う場所（機器）の線量当量率、表⾯汚染密度および空気中の放

射性物質濃度を測定、評価する。

ｂ．被ばく低減対策の⽴案
測定、評価した放射線レベル等、および過去実績や類似作業がある場合はその経験を反映し、作業責任

者とともに作業の各ステップにおける被ばく低減対策、汚染拡⼤防⽌措置等について十分に検討し、放射線
管理計画を⽴案する。

ｃ．廃棄物低減対策の⽴案
発⽣する廃棄物の状況の把握を⾏った上での低減対策の⽴案およびその適切な処理⽅法等について十分

に検討する。



p5１．（３）実施⽅法（計画段階）

（つづき）

ｄ．放射線管理計画の策定
（ａ）計画線量の決定

• ａ、ｂおよび作業時間、作業⼈数等を考慮して計画線量を決定する。
 作業の総線量
 作業期間中の個⼈線量（⽇、週）

（ｂ）防護措置の決定
• ａ、ｂおよび作業時間等を考慮して防護措置を決定する。
 作業環境の周知
 線源の除去・低減 など



p6１．（３）実施⽅法（計画段階）

放射線防護指導書（放射線作業計画書）の例



p7１．（４）実施⽅法（実施段階）

管理区域内の作業が放射線管理計画どおりに実施されていることを作業の⽴会い、作業環境および個⼈被ばく
線量等により確認し、作業者の被ばく低減および内部被ばくの防⽌に努める。

ａ．作業開始前
• 当⽇の作業内容を確認し、ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）およびＫＹ（危険予知）を⾏い、その中
で放射線管理上の注意事項を作業員へ周知する。

• 作業場所の作業環境を確認するとともに、必要に応じて待機場所（低線量当量率エリア）を指定する。
• 作業場所の区画、養⽣等の汚染拡⼤防⽌措置が適切であるかを確認する。
• 作業場所の作業環境に応じて現場更⾐所（チェンジングプレース）を設け、保護⾐等の更⾐および靴の履
き替えが実施できるようにする。

ｂ．作業開始後
（ａ）作業中の管理

• 作業ステップに応じて、作業環境（線量当量率、表⾯汚染密度、空気中の放射性物質濃度）を
適宜確認する。

• 作業場所、チェンジングプレース付近およびこの周辺の汚染チェックを定期的に実施し、その結果により適宜
除染など適切な作業環境の維持に努める。

• 保護⾐等が正しく着脱されているかを確認する。
（ｂ）作業中のパトロール

• 放射線管理課員および放射線管理業務委託員による現場パトロールを随時実施し、必要の都度、放射
線管理責任者または放射線管理員に指導を⾏う。

ｃ．作業終了後
• 作業に使用した資機材等を片付け、作業場所の床、機器等各所の表⾯汚染密度を測定する。



p8１．（４）実施⽅法（実施段階）

放射線作業⽇報の例



p9１．（４）実施⽅法（実施段階）

放射線作業⽇報の例（つづき）



p10１．（５）実施⽅法（評価・反映段階）

• 定期検査や安全維持点検など⼤規模工事期間中は、放安部会または放射線管理調整会議を開催し、協⼒会
社の放射線管理の実施状況を確認するとともに、放射線管理に係る連絡調整を実施する。

• 線量評価、被ばく低減対策の効果等の確認を⾏うとともに、問題点を抽出する。
• 次回への反映事項として作業環境の改善、更なる線量低減対策、作業合理化（作業⽅法）の改善など
を検討する。



p11

２．被ばく低減への取り組みについて



p12２．（１）被ばく線量低減対策検討ワーキンググループ活動

１．活動目的
被ばく線量低減対策検討ワーキンググループは、東通原⼦⼒発電所に従事する放射線業務従事者の、被ばく

線量を低減するための有効な手法・対策を⽴案・検討し、具体的施策として展開し、諸施策の改善等の必要性
を検討することで、被ばく低減対策のためのプログラムを確⽴することを目的として2009年度より活動を⾏っている。

２．構成メンバー
（１）主査︓副所⻑（放射線管理課担務）
（２）委員︓技術系課⻑（技術課、機械保修課、電気保修課、発電管理課、⼟⽊建築課、放射線管理課）
（３）オブザーバー︓協⼒会社（東芝エネルギーシステムズ、東北発電工業、東北緑化環境保全）

３．検討事項
（１）被ばく低減⽅策の検討および実効性評価

現⾏定検時作業における被ばく線量上位件名を選定し、それらに対し被ばく低減対策上実施でき得る対策
があるか否かを調査検討し、ある場合には具体的低減対策を⽴案し実施する。
また、その他作業においても有効な被ばく低減対策を⽴案実施するとともに、作業者への被ばく低減の意識

付けをはかる有効な手段を検討する。
（２）被ばく低減化中⻑期目標の設定検討

当所の目指すべき目標被ばく線量を⻑期的に明確にする。
（３）その他

プラント線量低減のための新手法の検討、新手法実施のための設備的検討 など



p13２．（２）被ばく低減対策の事例

 東通原⼦⼒発電所が2005年に営業運転開始してから、初めてとなる原⼦炉圧⼒容器の⽔没弁（※）点検を
2018年に実施した際の被ばく低減対策は、下表のとおりである。
（※）⽔没弁とは、原⼦炉圧⼒容器や圧⼒制御室に接続されている配管に設置され、それらの⽔を抜かなければ分解点検できない弁のこと。



p14２．（２）被ばく低減対策の事例

 作業件名︓⽔没弁点検および原⼦炉開放・復旧
 作業期間︓2018年3⽉〜9⽉

 計画線量と実績線量
計画線量約416⼈・mSvに対して実績線量約343⼈・mSvであった。
この差異約73⼈・ｍSvのうち、50％にあたる約35⼈・mSvは被ばく低減対策効果によるものであった。

（つづき）



p15２．（２）被ばく低減対策の事例

 ⽔没弁点検では⾼線量廃棄物が多量に発⽣することが予想されたことから、作業員のさらなる被ばく低減を目的
に以下の対策を実施した。

＜従来＞
放射性固体廃棄物を保管する際は、ドラム缶

の放射能量を算出する必要があるが、鉛毛マットで
遮へいしたドラム缶の放射能量を算出するための
換算定数が設定されていなかったため、当該ドラム
缶に封入するまでの作業手順が多く、被ばく増加
要因となっていた。（右図参照）

＜⾒直し後＞
遮へい計算プログラムを新規に導入し、当該ドラ

ム缶の換算定数を設定したことで放射能量の算出
が可能となり、従来までの作業手順が効率化され
被ばくが低減された。（右図参照）

２．モックアップでの習熟度向上による作業工程短縮による被ばく低減

封入作業を⾏う前にモックアップを実施、作業の習熟を図った結果、工程を１⽇短縮できた。

１．遮へい計算プログラムの新規導入による作業手順の削減

上記の対策を実施したことにより、計画線量の20.0⼈・mSvに対し、実績線量が3.42⼈・ｍSvとなった。

図︓作業手順の比較

＜従来＞ ＜⾒直し後＞

（つづき）



p16２．（３）経験の反映

地震・事故等の発⽣による⻑期停⽌を踏まえた特別な保全を実施については、2011年2⽉6⽇に開始した第4回
定期検査の中で⻑期に及ぶプラント停⽌中の設備の安全確保を目的に、安全維持点検がこれまでに7回⾏われて
おり、安全維持点検における被ばく低減対策は、過去点検時の経験を基に策定している。

第7回安全維持点検時の被ばく低減対策は以下のとおり。

No 被ばく低減対策 主な対象作業

定
量
項
目

１ 低線量当量率場所への点検対象機器の移動 D/Ｗ内等⾼線量
エリア作業全般

２ 低線量当量率場所への現場更⾐所の
設置および待機場所の設置

D/Ｗ内等⾼線量
エリア作業全般

３ ⾼線量物品、廃棄物の作業エリア外への
隔離および遮へい 防護指導書対象作業

定
性
項
目
（
意
識
⾼
揚
・徹
底
）

４ 更⾐室等への予実績線量グラフの
掲示による注意喚起（２箇所、２回／⽉） 作業全般

５ Ｄ/Ｗ入⼝への最新線量マップの
掲示による注意喚起（３箇所、１回／⽉） D/Ｗ内作業全般

６ D/W内等の⾼線量当量率配管などへの
注意喚起表示の実施

D/Ｗ内等⾼線量
エリア作業全般

７ 放安部会等による元請会社との
情報交換および指導・助⾔ 作業全般

８ 電⼒放射線管理課員の現場パトロールによる
指導・助⾔（１回／週） 作業全般



p17２．（３）経験の反映

（つづき） 被ばく低減対策の実施例

更⾐室等への予実績線量グラフの掲示による注意喚起

Ｄ/Ｗ入⼝への最新線量マップの掲示による注意喚起



p18２．（４）放安部会活動

東通原⼦⼒発電所安全衛⽣推進協議会の下に設置している「放安部会」では，発注者（当社）および受注者
（協⼒会社）が⼀体となり，毎⽉の作業予実績の確認や合同パトロールを実施して放射線管理上の遵守事項が
適切に実施されていること等を確認・指導する活動を実施している。
また，放射線管理関係の基本⾏動を理解する取り組みとして「放管事例集」を作成し，周知を実施している。



p19

参考資料



p20（参考）ＩＳＯＥ委員会からの表彰

2007年1⽉から6⽉に実施した第１回定期検査時に放射線業務従事者（以下「作業員」という。）が受けた
被ばく線量の総量が0.14⼈・シーベルトと、沸騰⽔型軽⽔炉（BWR）において世界で最も低い値であったことが
ISOE委員会から評価・表彰されました。
東通原⼦⼒発電所では、従来から低い値を維持してきた当社⼥川原⼦⼒発電所での経験を十分に⽣かしなが

ら、発電所の建設工事から試運転（1998年〜2005年）において、安全で作業員が受ける線量の少ない信頼
性の⾼い発電所を目指した「クリーンプラント活動（※）」を展開しました。また、2005年12⽉の運転開始以降も
原⼦炉⽔の⽔質管理を徹底するなど放射線源の低減に努めるとともに、作業の⾃動化や遠隔化といった作業効率
化を進めてきました。
この受賞は、こうしたクリーンプラント活動などに全社をあげて取り組んできた成果であると考えています。

⽔町 渉 ISOE委員会第7代議⻑（写真︓右）
から表彰状を受け取る 津幡 発電所⻑（当時）

（※）クリーンプラント活動
クリーンプラント活動とは、安全で、品質の⾼い、被ばくの少ない信頼性の

⾼いクリーンなプラントを建設することを目的に、建設工事から試運転まで
の各段階に合わせた諸対策を実施したものである。主に以下の取り組みを
徹底して実施した。
① 異物混入防⽌のための作業環境の整備
② サビの発⽣防⽌などを目的とした機器・配管等の養⽣管理
この活動の精神は、現在、「⾃分の家と同じように発電所に愛着を持ち、

きれいに・⼤切に使う」という「マイプラント意識」として根付いている。


